
ベース（基本姿勢）について 

１ 審議会意見の概要 
 

ロードマップ P３２ 第 5章 将来像実現に向けての前文 
＜委員＞ 
ベースⅠ、ベースⅡついて、「行政はこのようにする」「市民はこのようにする」という話

になっていますが、実はそれが一体となって新しい公共がどのように構築できるのかとい

う話だと思います。 
その新しい公共の概念は、ベースⅠとベースⅡが組み合わされて実現していくはずですが、

それがどこにも書かれていないし、別々になってしまっています。 
＜会長＞ 
次回議論したいと思いますし、次回までに事務局の方でも考えていただければと思います。

資料－３ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
２ 修正案 
＜ベース（基本姿勢）について＞ 
社会の複雑化と市民ニーズの多様化が進む中、将来にわたって誰もが安心して住み続けたくなるま

ちとして発展していくためには、将来にわたって安定的に満足度の高い行政サービスを提供

できるよう、限られた経営資源を選択と集中により最適に活用し、長期的かつ多角的な

視点で行政経営を進めることが必要です。また、市民、自治会、NPO、企業、大学、研究機関、
行政などまちづくりに関わる様々な主体が、これまで以上にネットワークを強化し、それぞれの役割

と責任の下で、連携・協力する協働と役割分担のまちづくり、つまり新しい公共の考えに基づくまち

づくりを進めることが不可欠となります。 
この新しい公共は、各主体間の交流や連携によりこれまでにない新たな価値を生み出す基盤にもな

ります。 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 ベースⅠ 

市民自治  

 
 
 
 この新しい公共を育む環境に寄与し、計画を着実に進めるため、次の 2 つをベース 
（基本姿勢）として、まちづくりを進めます。 
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ベース（基本姿勢）の修正案 

【修正前】 

第 5章 将来像実現に向けて  

 
 計画を着実に進めるため、次の２つを基本姿勢としてまちづくりを進めます。 
 
ベースⅠ 市民が活躍できるまちの仕組みづくりを進めます《市民自治》  

 
市民が主体的に関わるまちづくりの仕組みを構築し、自律した地域の自治が確立したまちをめざしま

す。 
また、市民、NPO、企業、大学、行政など多様なまちづくりに取り組む主体間のネットワークの強化
を図り、それぞれの得意分野を生かし、連携・協力するさらなる協働を促進することにより、新しい公

共の創出による豊かな社会の形成を図ります。 
 
ベースⅡ 持続可能なまちづくりのための行政経営を確立します《行財政運営》  

 
将来にわたって安定的に満足度の高い行政サービスを提供できるよう、健全な財政運営、最適な資産

管理、職員の能力向上など、長期的かつ多角的な視点で進める行政経営の確立をめざします。 
 
基本姿勢と基本姿勢を踏まえた取組は、次のとおりです。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ⅰ 

市
民
が
活
躍
で
き

る
ま
ち
の
仕
組
み
づ
く

り
を
進
め
ま
す 

地域の特性が生かされた市民主体のまちづくりの仕組を構築します 

市民公益活動を支える環境づくりや多様な主体による協働のまちづくりの仕組

みを構築します 

多様な市民の意向が反映される市政運営の仕組みを充実させます 

Ⅱ 

持
続
可
能
な
ま
ち
づ
く
り
の

た
め
の
行
政
経
営
を
確
立
し
ま
す 

基本姿勢 取 組

安定した行財政運営を進めます

環境の変化にも柔軟に即応し効果的な行政経営を担う人材を育成します 

良好な施設機能の安定的な提供とインフラの維持保全を計画的に行います 

利便性の向上が図られたサービスを提供します
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【修正後】 

第 5章 将来像実現に向けて  

＜ベース（基本姿勢）について＞ 
社会の複雑化と市民ニーズの多様化が進む中、将来にわたって誰もが安心して住み続けたくなるま

ちとして発展していくためには、将来にわたって安定的に満足度の高い行政サービスを提供

できるよう、限られた経営資源を選択と集中により最適に活用し、長期的かつ多角的な

視点で行政経営を進めることが必要です。また、市民、自治会、NPO、企業、大学、研究機関、
行政などまちづくりに関わる様々な主体が、これまで以上にネットワークを強化し、それぞれの役割

と責任の下で、連携・協力する協働と役割分担のまちづくり、つまり新しい公共の考えに基づくまち

づくりを進めることが不可欠となります。 
この新しい公共は、各主体間の交流や連携によりこれまでにない新たな価値を生み出す基盤にもな

ります。 
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この新しい公共を育む環境に寄与し、計画を着実に進めるため、次の 2つをベース（基本姿勢）と
して、まちづくりを進めます。 

 

ベースⅠ 市民が活躍できるまちの仕組みづくりを進めます 

・地域の特性が生かされた市民主体のまちづくりの仕組を構築します 
・市民公益活動を支える環境づくりや多様な主体による協働のまちづくりの 
仕組みを構築します 
・多様な市民の意向が反映される市政運営の仕組みを充実させます 

ベースⅡ 持続可能なまちづくりのための行政経営を確立します  

・安定した行財政運営を進めます 
・環境の変化にも柔軟に即応し効果的な行政経営を担う人材を育成します 
・良好な施設機能の安定的な提供とインフラの維持保全を計画的に行います 
・利便性の向上が図られたサービスを提供します 
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